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第１回 輸入麦の政府売渡ルール検討会議事概要

日時：平成20年11月26日(水) 16時30分～

場所：農林水産省 総合食料局会議室（入札室A･B）

開 会

（梶島食糧貿易課長）予定の時間がまいりましたので、ただ今から「第１回 輸入麦

の政府売渡ルール検討会」を開会させていただきます。

委員の皆様には、お忙しところお集まり頂きまして、誠にありがとうございます。

私は、総合食料局食糧部食糧貿易課長の梶島でございます。座長が選任されるま

での間、進行役を務めさせていただきますのでよろしくおねがいします。

それでは、まず、開会に際しまして、町田総合食料局長よりご挨拶を申し上げま

す。

（町田総合食料局長）町田でございます。皆様におかれましては、大変お忙しい中、

この検討会の委員をお引き受けいただきまして、また、今日は大変多くの方にお集

まりいただきまして、御礼申し上げるしだいでございます。

本検討会でございますが、10月30日に決定をされました、新たな経済対策でござ

います「生活対策」におきまして、「輸入小麦の売渡価格の改定ルール等について

は、国際相場の動向をより迅速に反映できるようにする方向で早急に見直しを行う

こと」とされたところでございます。それを踏まえまして、今後の輸入小麦の売渡

価格の改定ルール等を検討いたすためにお集まりいただいたものでございます。

輸入小麦をめぐる状況でございますが、ご覧のとおり、穀物の国際全般でござい

ますが、途上国におけます経済発展で食料需要が増大しひっ迫、地球規模の気候変

動によりまして不作の発生が発生するなど、構造的な要因によりまして、一昨年の

秋ぐらいから、急激に上昇いたしまして、本年に入りまして、史上最高値を更新す

るといった状況でございます。

また、こういった相場の高騰に伴いまして、輸入麦の政府売渡価格も４回ほど改

定をさせていただきましたが、引上げとなってきたところでございます。

また、我が国は年間で約５００万トンの小麦を輸入しておりますが、その輸入先

はアメリカ、カナダ、オーストラリアの３カ国となっているところでございます。

このうちオーストラリアでは、これまではオーストラリア小麦ボード（ＡＷＢ）が

一元的に輸出を行ってきたところでございますが、今年７月からは複数の輸出業者

に輸出資格が与えられるようになりまして、輸出国における輸出制度の変更も出て

きているわけでございます。

最近の国際相場は、小麦の豊作だという予測もございますし、世界的な不況で一
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時期入っていました投機資金も減少だということで、一時のような高騰はないわけ

でございますが、それでもやはり世界的な先ほど言ったような構造的な要因は大き

くは変わっていないと言われているところでございます。

本検討会のテーマでございます、この売渡ルールでございますが、消費者の皆様

に対する影響も踏まえまして、国際相場の変動の影響を緩和して、売渡価格が急激

に上がったり下がったりしないようにということで、過去８ヶ月間の買付価格の平

均値をベースに、年２回、改定をさせていただくルールとなっていることろでござ

います。

このルールによりまして、これまで、国際相場の大幅な上昇もあったわけでござ

いますが、国内の価格に及ぼす影響を緩やかにしてきたところでございますが、一

方で、国際相場が下がってきたときは、それを即座に反映させるということになり

ますと、国の財政負担も増大することになりますし、結果的に納税者の負担を増加

させることにもなりかねないと思っております。

この問題につきましては、単に価格の上昇とか下落という観点だけでなく、ルー

ルの問題として、国際需給の状況や輸入麦の安定供給の確保も見据えた上で検討し

ていく必要があると考えております。

皆様におかれましては、そういった様々な視点から、それぞれ専門のお立場で御

意見を伺いたいと思っております。また、次回以降は、関係業者の皆さんからのヒ

アリングも予定しております。忌憚のない御議論を賜りますよう、お願い申し上げ

まして、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。

（梶島食糧貿易課長）それでは、本日が第１回でございますので、委員の紹介をさせ

ていただきます。資料の中に委員名簿を配付させていただいております。名簿の順

に従いまして、御紹介をさせていただきたいと思います。

まず最初に、消費科学連合会会長の大木 美智子様でいらっしゃいます。

経済評論家の加倉井 弘様でございます。

丸紅経済研究所所長の柴田 明夫様でございます。

それから東京大学大学院農学生命科学研究科教授の林 良博様でございます。

なお、本日、ご欠席でございますが、青山学院大学経営学部教授の三村 優美子

様にも委員になっていただいておりますのでご紹介させていただきます。

では、委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、検討会の運営方法についてでございます。会議は公開を原則といたしたい

と考えております。傍聴者の方々も会場のスペースが許す限り、広く受け付けてい

きたいと考えております。

また、座長が特段の支障があると認めるときは、非公開とすることができること

にしたいと考えております。

なお、これから委員の皆様からいろいろ御意見をいただくわけでございますが、

議事録として取りまとめの上、これを資料とともに会議終了後に公開をさせていた
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だくということにさせていただきたいと思っております。このような取り進め方に

つきまして、御意見ございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。それ

では、以上のような会議の取り進め方とさせていただきたいと思います。

それでは次に座長の選任に移らせていただきたいと考えておりますが、座長につ

きましては、事前に各委員にお諮りをいたしまして、林委員にお願いするというこ

とであらかじめ御了解をいただいておりますので、そのような形でさせていただい

てよろしゅうございましょうか。

〔各委員了承〕

それでは、本検討会の座長を林委員にお願いしたいと思います。それでは林座長、

一言御挨拶をお願いいたします。

（林座長）先ほど、町田局長からお話しがありましたとおり、この検討会というのは、

輸入小麦の今後の売渡ルールを検討するということでございますので、委員の皆様

のお力を借りながら、迅速にこれについて座長として対応したいと思います。

この後、事務局から詳しく御説明あるかと思いますけれども、現在の売渡価格と

いうものは、昨年４月から相場連動制というものになっております。もちろんこれ

はですね、大変に、このシステムを考えた方々、ルールを考えた委員の方々、ご苦

労されて最善のものを練られたわけでございますけれども、町田局長の御挨拶にも

ありましたとおり、昨年から今年の秋にかけて上がったり下がったり急激な、予想

も出来ないような事が起きておりますので、より国際相場を反映した売渡ルールを

ここで速やかに検討していきたいと思います。

どうぞ委員の皆様の御協力を頂いて進めてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

（梶島食糧貿易課長）ありがとうございます。それでは、カメラの方はここで退出し

ていただきたいと思います。以後の議事進行につきましては林座長、どうぞよろし

くお願いいたします。

議 事

（林座長）それでは、議事次第に従って、議事を進めてまいりたいと思います。

本日は、事務局から、麦の国際需給をめぐる事情と輸入麦の売渡制度について、説

明していただき、これに対して委員の皆様から質疑、また、今後どのような検討を

行っていくかについての要望を皆様から出していただきたいと思います。これは意

見交換ということですので、どうぞ、よろしくお願いします。

それでは、先ほど申上げましたように、最初に、事務局から説明をいただきます。
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資料「麦の国際需給をめぐる事情と輸入麦の売渡制度について」

（梶島食糧貿易課長より説明）

（林座長）ありがとうございました。それでは、先ず最初に質問等がありましたら、

どなたからでもお願いします。

（柴田委員）一つは、ＳＢＳ方式の本船輸入分について、デュラム小麦とプライム・

ハードを対象銘柄とした理由はなにか教えていただきたい。

（梶島食糧貿易課長）それにつきましては、資料の11頁を御覧ください。「対象銘柄」

の※印欄にございますとおり、デュラム小麦についてはパスタ、プライム・ハード

は中華めん用にと、用途が概ね限定されておりまして、他の銘柄との代替関係が比

較的低いこと、また、どちらかと言うと、５銘柄に比べて量がそれほど多くはあり

ませんので、全量をＳＢＳ方式に移行しやすいということで、先ず最初の段階とし

て、デュラム小麦とプライム・ハードをＳＢＳ方式の対象銘柄にしたところです。

（柴田委員）ＳＢＳ方式の場合には、保管料が掛からない分、通常の一般輸入される

麦よりも値段が安くなるのでしょうか。

（梶島食糧貿易課長）安くなるかということではなくて、予定価格の中身になるので、

詳しくは申し上げられませんが、売渡予定価格は、買付価格にマークアップを上乗

せして算定します。そのマークアップの設定にあたって、ＳＢＳ方式は保管経費が

掛からない分、一般輸入よりもマークアップが低くなることになります。

ＳＢＳ方式の場合には、輸入業者と需要者が予め結びついて需要者の希望する港

に輸入をして、政府の買入・売渡を同時に行いますので、一般輸入されたもののよ

うに、一定期間保管をしてから売り渡すものと比べて、保管経費は掛からないこと

になります。

（加倉井委員）一言、よろしいでしょうか。

（林座長）どうぞ。

（加倉井委員）私は、前の制度検討会の時の責任者をしていたのですが、なぜ、ＳＢ

Ｓを導入したのかというと、経済は生き物で、価格も動く、世界的な需給もひっ迫

する等の変化があります。そのように常に動いている世界の中で、こちらがハード

な形で対応をすると、いつでも動きとズレている、必ずズレているという状況にな

ります。常に世界は動いている、変わっている中で、日本が、業者や生産者も含め
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て、自由に柔らかく対応できるようにする、そういう訓練が必要ではないかと考え

てＳＢＳを入れることになったものです。もちろん最初は少し、しかし、全体とし

ては自然に大きくなっていくようなことが、市場の動きに対して硬直的な対応でな

い生産者をつくり、システムを作るという考えがあったのです。

私の検討会はそこまで報告して終わりになったのですが、現在の場合、対象銘柄

を絞って、どちらかといえば封じ込める、コンテナであればいいが、本船輸入はダ

メなどと、少なくしようという気持ちが感じられます。現在の仕組みは適切なのか

どうか、これは将来的にプラスではないと思います。単に当面の価格をどうするか

ということではなく、全体として日本の麦の売渡制度というものを少しずつ検討し

ていってみてはどうか。例えば、次のＷＴＯが来て、国家貿易などの現在の日本の

仕組みが、市場原理を重視する世界のルールとして認められるのかどうか。その場

合、衝撃的なシステム改定をしなければならないことも考えられるので、それに対

する訓練をしていかなければならないのではないかと思うところです。

売渡価格の改定回数をどうするのかといった検討も、回数が増えることは、より

世界の動きと合わせる方向であるので良いと思うが、必ずズレはでてくるので、目

下の生活対策もいいのだけど、全体として、もっと長期的にみて、日本の国をどう

するか、麦生産をどうするのかということをもうちょっと柔軟なシステムを考えて

もいいのではないかと考えます。

（大木委員）御説明を伺いまして、世界の穀物の価格の状況や、世界の穀物輸出国が

どのような状況になっているか消費者も認識してきておりますが、一般の消費者は、

麦のことがよく分からないし、先ず、なぜ、麦は国家貿易なのかが分からない。私

もそういうことを聞かれても説明できませんし、こういう検討会の機会にきちんと

説明していただきたいというのが一つ。

それと資料で、輸入小麦の売渡価格がグラフで詳しく説明されているのですが、

その時に国内産麦の価格も一緒に載せていただけると、それぞれの価格を比較しよ

うと思った時に分かりやすいのではと思いますが、それが載ってなくて少し分かり

にくいので、そこを教えていただきたいということ。

それから、これは感想ですけど、家庭の緊急の生活対策だということになってい

ますが、生活対策の中に農家の方、生産者が入っていないのではと思います。生産

者もまた生活者ですし、忘れてはならないと今の説明を聞いて思いました。

ということで、先ず、国家貿易について、もう少し教えていただきたいです。

（梶島食糧貿易課長）加倉井委員、大木委員より御発言をいただきまして、先ず、相

場連動制に移行した趣旨というのは、国際相場に柔軟に対応していこうとするもの

でありまして、19年４月から制度を導入して関係業界も、価格は相場に連動して動

くものだと認識しはじめているところです。その移行期間として、年２回の価格改

定としているところです。これをより一層、相場を反映したものとするにはどの程
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度まで範囲を広げていったらいいのかということは、まさにこの検討会で御議論し

ていただたきたいところであります。

大木委員からは、国内の生産者、国内産のものも忘れてはいけないという意見を

いただきましたが、そのような意見も踏まえまして、今後、この検討会で関係者か

らのヒアリングを行うにあたりまして、生産者の方々もメンバーに加えても良いの

かなと思っております。

加倉井委員には、現在の仕組みをつくるまでの、基本的な枠組みについて、検討

会の座長を務めていただき、それを踏まえて、一定期間の調整も経て、現在のルー

ルとなっておりますが、これが適切であるかどうか、関係業者からのヒアリングに

おいて、そういった視点からも聞いていただけたらと思います。

そして、大木委員から御意見をいただきました、国産麦の価格については次回以

降、資料を整理して説明をさせていただきたいと思います。また、国家貿易につい

ては、麦は米と並ぶ主要食糧でありますので、国は一元的に管理する仕組みとなっ

ています。ただ、米と麦の決定的な違いは、米の場合は、国内産でほぼ100％自給

できる状況にありますが、国際ルールに基づき、一定数量について輸入機会を設け

るために国家貿易を行っています。一方、麦は逆に輸入麦が需要の大宗を占めてい

ます。このため安定供給を図るという観点から、国家貿易を行っているところです。

例えば、最近では、豪州の干ばつにより、プライム・ハードという小麦が大不作と

なり、輸入量がほとんどないという状況になったのですが、国が代替品としてアメ

リカの関係者と協議してＤＮＳという小麦を必要量確保したところです。また、オ

ーストラリアではＡＷＢが一元的に国家貿易で輸出を行っていたのですが、国対国

の関係を活かして、大不作の中でもＡＳＷの必要量を確保したところです。また、

カナダもＣＷＢというシングルデスクが輸出を行っており、年間の供給量などにつ

いて、協議を行っているところです。この辺りについても、次回以降、資料を整理

して御説明したいと思います。

（大木委員）国家貿易についてが、全く分からないんですけど。関税ってどうなるん

ですか。関税ってかかるんですか。かからないんですか。

（梶島食糧貿易課長）関税見合いのものとして、今、申し上げましたマークアップが

あります。関税というのは一般財源になってしまうのですが、マークアップという

形で、このお金が消費者にご負担いただいて、輸入の時の関税ではなくて、売渡し

の時にマークアップを乗せますんで、関税の代わりに、消費者の皆さんにご負担い

ただくマークアップを取って、その負担分で国内の生産者に支援するという、つま

りパンを食べていると、その一部が国内生産者の支援になっていると、こういう仕

組みです。

（大木委員）国内産の麦は高いですよね。それを差額を少なくするととってもいいで
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すか。

（梶島食糧貿易課長）はい、そうですね。実際に、国内産の生産費というのは、かな

り高こうございまして、そこはもう、外国産麦は、圧倒的な面積の広さ、生産性の

高さがございます。生産コストは高こうございますが、実際には経営所得安定対策

という形で、一定の補填をさせて頂いています。国内産麦の取引は、実際は、資料

でいうところの５ページに民間流通という矢印がございますが、この部分の価格と

いうのは、入札で決まっています。ざっくりといって恐縮なんですが、外国産麦の

売渡価格に比べて、特にＡＳＷと競合するわけでございますが、だいたい８割位の

水準、つまり安い水準で取引されております。

（大木委員）そこも分からないと、いうのが一般の消費者だろうと思います。直接、

ここで、仮定で何％安くなりますよと言われても、大まかなところが、そういうと

ころが、なかなか情報として今までも、ここで教えて頂いたら分かりますけど、情

報としては見えてきてないというのが、正直なところなんですね。業者間のとか、

皆さん、直接取引きする方はそれでよろしいんでしょうけど、一般の人もやっぱり

これを考えなきゃと思った時に、そこからは分からないということだけご理解頂き

たい。

（梶島食糧貿易課長）おっしゃるとおり、公開の検討の場でございますし、多くの方

がホームページ等でご覧頂くかもしれませんので、そうした資料を次回以降、整理

して示させて頂きたいと思います。

（大木委員）よろしくお願いします。

（林座長）交付金は、砂糖の価格をちょっと、委員会に大木委員も出ておられますが、

砂糖の場合は、マークアップとはちょっと違う仕組みなんですけどね。やはり外国

から入ってきた、精製した精製糖は今は入れてないんですけど、原料糖を入れて、

原料糖の価格への上乗せ部分で、国内のさとうきび農家あるいはビート農家を補填

するという、そういう仕組みです。考え方としては、なるべく自給率を高めるため

に、国内の農家に実際に麦を消費する人がある程度出すというものですが、一般財

源からも投入されているんですよね。どれだけの比率ですか？。一般財源とマーク

アップは。

（梶島食糧貿易課長）それは、マークアップの取れ方によって違いますので、年によ

ってかなり違います。

（林座長）年によって違いますか。そうですか。いずれにしても考え方は、私の理解
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する限りこういうやり方をしなければいけないのは、国内の麦作農家をいかに支援

していくかということであろうと理解しているのですが、そういうことでよろしい

ですね。

（梶島食糧貿易課長）それとともに、加倉井委員がおっしゃったような、今後、将来

を睨んだ、国内構造、制度転換を含めた小麦関連企業全体が需要行動を持つような

仕組みにしていかなければ、そういった視点でご議論して頂ければと思います。

（林座長）今回ですね、一人の委員として、ＳＢＳの良さと、今の基本的な一般輸入

方式ですよね、これは確かに安定供給ということを考えたときに、過去８ヶ月間と

いうのを加重平均して、そうすると実際、その瞬間の相場からはずれると思うんで

すが、それはメリット、デメリットがあると思うんです。だから、ついこの間まで、

これは今もこれでやっている訳ですが、そういう８ヶ月間で加重平均した方がいい、

メリットがあるという考え方が一つにあって、しかしそれだけじゃ足りないからＳ

ＢＳもやってみようということになったんだろうと、そういうふうに理解してよろ

しいですか。加倉井さん、加重平均するということはですね、その瞬間瞬間の相場

とずれるのは当たり前なんです。でも、それはそれなりの安定的な意味があるから

やったんじゃないかと、そのように理解している。

（柴田委員）激変緩和策ですね。役割としては、市場に連動させるというのを折衷し

た部分が８ヶ月という、こんな理解でよろしいですね。

（林座長）あと、連動もしながら、しかし一緒でないと。

（加倉井委員）だから、おっしゃるとおり、こういうふうなものだったら（比較的、

緩やかな変動の相場で、相場と平均値が同じように上下するものなら）、これでぴ

ったりな訳ですよ。プラスとマイナスできれいになるから。だけど、そうでなくて、

こうなってこうなると（最近の相場のように変動が大きくなると、相場と平均値の

動きが）、いつも違うという感じだけが強く見えてしまう。

（林座長）平均値を置かなきゃいけないところに、あんまり大きく変動しちゃうと、

相場と平均の動きがかけ離れてしまうと。

（梶島食糧貿易課長）日本アルプスみたいに、がたがたになっているところを均すイ

メージと、富士山みたいに単独の大きな山を均すのとはだいぶ様子が違うというこ

とではないかなと思いますが、それも含めて、まさに未曾有の穀物価格の高騰とい

う実体験をしたわけでございますので、実体験が国民感覚とか、実態として流れて

いる企業の方々に対してどういう影響を与え、ルールの見直しがどういう形で影響
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していくのかも含め、ご議論頂いた上でベストのルールを決めて頂く、そういった

運びになっていくのかなと思っております。そこをお願いしたいと思います。

（林座長）来週から早速やって頂く訳ですが、その前にお聞きしたいのですが、４か

ら５ページに、製粉、醤油、菓子メーカーなど沢山おられる訳ですが、大きな企業

さんから小さい企業さんまでおられる訳ですが、ＳＢＳでありがたいと、こっちの

方がいいんだよとおっしゃる方と、そうじゃなくて、もうすこし激変緩和の今の一

般の方がいいとおっしゃる方と、どんな分布になっていると予想しますか。

（梶島食糧貿易課長）それはせっかくですから、そういった方々からヒアリングの機

会を頂いてますので、直接お伺いして頂くのがいいかと思いますが、一般論として

申し上げれば、大きな企業の方々はそれなりの情報量、資金、あるいはそもそも使

う量が多いので、例えば２万トンの船で持ってくるということができる可能性がご

ざいます。ですが、中小の企業の方は、やはりコンテナが中心になってしまう、数

百トンベースでしかなかなか輸入できない、あるいは中途半端な量なんで、どなた

か大手の企業さんと連携しないとうまく輸入できないといったところが実務の面で

あるのかもしれません。ただ、他のものも、今のプライムハードにしても、デュラ

ムにしても、こういうやり方でやっておりますので、物理的にできないということ

はない。ただ、思惑とかあるいは業種・業態によっても違うのではないかなと、そ

こは私どもも、実際に聞いてみないと分からないです。

（柴田委員）まさに、ここにある５ページの部分で、これからヒアリングするのです

けれども、政府売渡価格のところから波及していく訳ですよね。末端消費者のとこ

ろまで。そうするときに、価格が上がる下がるにしてもですね、厳密にルール化し

た場合に、１％下がるとか３％下がるとか、こういう風な話になった場合に、消費

者側の心理とか、あるいはパン・菓子メーカーさんの原料仕入れ側の心理とか、下

がるんだなという意思だけ、期待が先行する。そうすると、１％、３％ではとても

済まない、波及するにしたがって下げ圧力が５％、10％という姿になってしまうか

もしれないし、その辺のところまで含めて、価格の設定ができたらと。10％刻みで

やるのか、もっと細かな刻みが必要なのか。そんなところも検討の対象となるので

しょうか。

（梶島食糧貿易課長）なっていいと思います。実際に算定上出てくるものですから。

どう、ルール化するかということはご検討頂かないといけないと思います。

（柴田委員）先程の３ヶ月前から８ヶ月遡ると、この３ヶ月の部分は準備期間だと言

われましたけれども、小刻みな価格の変動というのは、準備期間にしろコストがか

なり上がってしまってですね、対応できないのかなという気もするんですけどね。
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１％、２％、３％とかですね。こういう風な変動に対しては、価格の交渉にかなり

の力こぶが必要になってくるだろうし、そうしますと、もうちょっとなめらかに、

価格の設定を、変動のあり方を、なめらかと言うのは丸めた格好にですね、こうい

うのも必要になってくるのではないかと。ヒアリングで聞いてみないといけないで

すけど。

（加倉井委員）小麦を５００万ｔ買っているわけですが、今どうなのか知りませんが、

家畜の餌が上がると、ふすまの部分を多くして、粉を少なくしてと、いろんな操作

をするんだけど、５００万ｔで人間が食べているのと、家畜に食べさせてるのとど

んな割合ですか。ふすまは１００万ｔ？もっとある？

（事務局）製粉歩留まりが、８割ぐらいですから、、、。

（加倉井委員）８割とすれば、やっぱり１００万ｔくらいはふすまとして家畜の餌に

回っているということですね。

それと後は提案ですけれども、世界的な穀物価格の激変の影響を緩和をするには、

ここに出てない方法もいくつかあって、一つは先物取引、ヘッジです。ヘッジとい

うのは、先物取引というと日本人は投機だと、確かに投機の面が非常に大きいこと

があるのだけれども、片方でヘッジの面もあるんですよね。ですからそれは、どう

考えるのか。もう一つは、日本のように外国に非常に依存度が高い国は、安定のた

めには長期契約という形もあると思うんですけど、それは世界中ではやってるんで

す。まぁ国によるけれども、それで損したり得したりするから。それで例えば損し

たら、食糧貿易課長の立場がないとかいろいろあるかもしれないけれども、それに

してもですね、安定ということだけで言えば、そういう点もあるんですよね。だか

ら、そういうのも考えるのか。昔、失敗したことがあるとか、砂糖で大損したとか

いうのがあって、それ以来やらないんだけど、しかし、そういうのも考えていい時

代ではないかとそう思います。

（林座長）それは恐らく、この検討会の使命を少し超えているものと思いますが、そ

ういうものも出てきてよろしいわけですよね。

（梶島食糧貿易課長）もちろん議論していただいて。ただ、相場を反映したルールと

いう見方からすると、量にのみ着目した考え方というのは、逆に相場と離れた事象

を生み出すというふうに、瞬間的に今、頭を過ったのですが。あくまでも相場をよ

り反映した、今以上に反映したものにしていくことが目的でございますけれども、

その範囲内でご議論いただければ、より論点が明確になってくるのではないかなと

思います。議論そのものは幅広く行っていただきたいと思っております。
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（林座長）長期契約というのは、食料安全保障的な意味合いの強い話ですよね。ただ

その内国家としてやっていくのは、、、。

（加倉井委員）その辺の兼ね合いですよ。だって前は１年に一回だったんですよ、売

渡価格は。

（林座長）それを柔軟化したわけですけれども・・・

（加倉井委員）柔軟化したわけでしょ。さらにやると自由になっちゃいます。その過

程で、政府がコントロールしながらも、どの程度のものになるかという話ですよね。

柴田さんがいらっしゃるからお分かりなんですけれども、契約という言葉の意味が、

自由と民主主義の国ではすごく違いましてね、契約ってすごく重いんですよ。だか

ら例えば有名なのは、ロシアが、アメリカから穀物をたくさん買ってたんですよ昔

ね、そのときにアフガニスタンに侵入したんで、エンバーゴーというのをやったん

ですよ。エンバーゴーをやったけど、それは、一般的にはエンバーゴーで輸出が止

まったということだけれども、実は止まってないんです。契約した分はアメリカが

輸出してるんです、ちゃんと。ロシアはちゃんと輸入してるんです、契約した分。

それを超える分と契約に書いてある分を止めたわけです。厳密にいうとエンバーゴ

ーというのはそういうものです。そういうのは面倒くさいので言わないだけであっ

て、だから契約というのはものすごく重いことで、これは、自分の国も確かに辛い

けれども、相手も辛いんですよ、場合によっては。だからそういうのも含めて、私

は国が第１に何をやるかというのは、食の安全保障だと思うんですよ。パスタが食

えなくても食えても、それはそれで、ファッションとしてみたいなものでは、無理

なのかもしれないが、何が問題かというと国民が食えるか食えないかということで

あって、そういう意味では、国がとにかく激変緩和をやるという、年１回か２回か

はともかく、激変緩和して生活対策をもっとやろうというのなら、そういう事も考

えた方がいいんじゃないかという気がします。

（大木委員）ＳＢＳ方式というのは安定供給のためにという話でしたよね、国内産の

麦とは競合はしないんですか。

（梶島食糧貿易課長）日本ではデュラム小麦とかプライム・ハードはそもそも生産で

きないんですよね。麦の用途については、先ほども申し上げましたが、うどんのよ

うなものは、外国産と国内産の用途が競合しているのかなと思います。

（大木委員）競合するかどうかってことでは、少しは競合するものもあるということ

ですね。
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（林座長）もっと言えばですね、この薄力粉のところで、カステラとかケーキとか、

何とか米粉で作れないかと農水省は頑張っておられてですね、小麦ではなくて、米

でと。そういう面では競合してますよ、将来的に。

（梶島食糧貿易課長）ですから、その範囲をどうするのかといったご議論も踏まえ、

ご議論いただければと思います。

（林座長）もう少し時間はありますが、今後の議論の進め方については事務局から。

（梶島食糧貿易課長）今後の議論の進め方といたしましては、年内に関係業界から、

ルールの変更、改定に関する考えなりを、直接委員の皆さんから聞いていただけれ

ばと考えております。年内に製粉さん、即席麺などやっておられる方々、それから

パン、それにとどまらず、町のラーメン屋さん、パン屋さんという消費者の身近な

方に可能な限りお越しいただければと考えておりまして、次回、恐縮でございます

が、１２月４日の午前中で時間を調整させていただいているところでございます。

それぞれ業界の方々の都合もございますので、タイトで恐縮でございますが、次回

１２月４日で設定させていただければと思っております。

（加倉井委員）ちょっと一つ、事務局にお願いがあります。一つは、資料で西暦と平

成と両方別々に使っておられるので、出来たら両方使うか、一つに統一するかして

いただきたいのが一つ。もう一つは、ブッシェルとトンを一緒に使っているが、こ

れもですね、両方使うか、どっちか一つに統一していただかないと、頭の中で一所

懸命、計算しないとならない。申し訳ないけど、出来たらそういうふうに。

（梶島食糧貿易課長）わかりました。それでは、先ほど大木委員からいくつか言われ

ました資料については、次回以降出来たところからお示しをしたいと思います。基

本は関係者の皆様方からのヒアリングをベースにしていただければと思います。な

お、製粉企業につきましては、他の業界と一緒では十分に説明しにくいというご要

望がございまして、是非とも個別に対応させてほしいということでございましたの

で、製粉企業のみでのヒアリングをさせていただきまして、それ以外につきまして

は、先ほど申し上げました加工メーカーさんと町のパン屋さん、麺屋さんなどを組

み合わせ、それぞれお越しいただき、いろいろ御意見なり、実情なり聞いていただ

き、その上で検討いただければと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。

（林座長）製粉企業の方々がここでお話下さる時も完全に公開ということですから、

他の業界の方々が傍聴で来られているということは当然想定されているわけですよ

ね。
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（梶島食糧貿易課長）はい、製粉企業の方々も御承知だと思います。

（林座長）それでも、その方がいいとおっしゃっている訳ですね。だったらそうしま

しょう。

（梶島食糧貿易課長）年末に向かって大変お忙しいところでございますが、是非ご出

席いただきまして、活発なご議論をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

（林座長）それでは、このような緊急な課題でもありますので、毎週やられるという

ことでございますが、私、１２月１５日の週から外国出張を予定しておりまして、

申し訳ありませんけれども、議事進行を他の委員の方に代わっていただくことが１

回はあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

閉 会

（梶島食糧貿易課長）それでは、以上を持ちまして本日の検討会を終了いたします。

どうもありがとうございました。


